
１本の太さが５ｃｍ以上15ｃｍ以下、
長さが50ｃｍ以上２ｍ以下　

※�規格外のものについては回収できませんので
　ご注意ください。

広報ごか　2024．59

私有地の樹木管理のお願い
　私有地から道路上に張り出した樹木は、通行の支障や標識が見えにく
くなるなど交通事故の原因となります。原則として、私有地の樹木は所
有者が管理することとなります。道路に張り出した樹木や倒木によって
被害が発生した場合は、法律によりその所有者が損害賠償などの責任に
問われる可能性があります。所有者の方は適正な管理により交通安全に
ご協力いただきますようお願いします。
　また、通行される方も、引き続き交通安全にご協力をお願いします。

１本の太さが５ｃｍ以下、束ねた直径が30ｃｍ以下、
長さが50ｃｍ以下　

剪定枝は
束ねて集積所へ出しましょう

樹木の枝葉が道路へ張り出していませんか？

●可燃ゴミ（毎週 月・水・金 曜日に集積所へ）

●可燃粗大ゴミ（毎月 第２火曜日に集積所へ）
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剪定・伐採した枝葉はルールを守って処分しましょう！

あぶない!!

○お問い合わせ　生活安全課　くらし環境Ｇ　☎（84）3618（直通）




